
 

 

横浜市立中学校給食衛生管理補助等業務委託の事業者選定にかかる 

採点方法及び手順について（提案書評価基準） 

 
１ 基本的な評価事項 

  受託者の決定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、公募型 
プロポーザル方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とします。 

 
２ 評価点 

  提案書及びヒアリングの内容を評価し、評価点を与えます。 

  評価委員一人あたりの評価点の満点は200点とし、各評価委員の評価において、合計 

得点の高い者を受託候補者とします。 

 

３ 評価点の最も高い者が２以上ある時の対応 

  評価表「３ 実施体制」の合計点で順位を決定します。ただし、「３ 実施体制」の 

合計点が同点の場合は、くじ引きにより順位を決定します。 

 

４ 評価方法 

(1)  評価表の各評価項目に配分する得点は次のとおりです。 

評価項目（大項目） 配点 

１ 事業内容に対する理解・事業に対する意欲 20  

２ 業務実績 40 

３ 実施体制 120 

４ 本業務に関する具体的な提案 10 

５ その他必要と認める事項 10 

合計 200 

 

 (2) 採点方法 

各評価項目につき５段階で評価する。 

＜評価基準＞ ※項目ごとに比重をかけて配点を算定する。 

Ａ：特に優れている （５点） 

Ｂ：優れている  （４点） 

Ｃ：ふつう  （３点） 

Ｄ：やや劣っている （２点） 

Ｅ：劣っている  （１点） 

 

     

５ 最低基準点に達していない場合の取り扱い 

合計点が120点を下回った場合、応募団体が最低限必要な水準に達していないと判断 

し失格とする。 

  また、合計点が120点以上であっても、実施体制にかかる評価項目において、Ｄ以下の 

評価がある場合についても、最低限必要な水準に達していない場合と判断し失格とする。 
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